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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ．エッチング可能な導電性の仮の基材を用意すること、
ｂ．透明導電性酸化物（ＴＣＯ）の層を仮の基材の上に施与すること、
ｃ．ＴＣＯ層の上に光起電層を施与すること、
ｄ．後部電極層を光起電層の上に施与すること、
ｅ．永久キャリヤーを後部電極層の上に施与すること、
ｆ．工程ａ～ｅのいずれかにおいて、エッチングレジストを透明導電性酸化物の層が設け
られていない側の仮の基材の上に施与すること、ただしエッチングレジストにより覆われ
ていない仮の基材の部分の除去の後に集電グリッドを形成するのに適するパターンで上記
エッチングレジストの施与が行われること、
ｇ．エッチングレジストで覆われていない仮の基材を選択的に除去すること、
の工程を含む太陽電池ユニットを製造する方法。
【請求項２】
集電グリッドを形成するパターンが、後部電極、及び永久キャリヤーの施与の後に付与さ
れるところの、請求項１の方法。
【請求項３】
エッチングレジストが永久エッチングレジストであるところの、請求項１又は２のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４】
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グリッドを太陽電池ユニットから区別するため、及び／又は太陽電池ユニット上のグリッ
ドをカムフラージュするために、永久エッチングレジストに色が付与されるところの、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
仮の基材が可撓性であり、かつ可撓性のある永久キャリヤーが施与され、かつ該方法がロ
ール・ツー・ロール法により行われるところの、請求項１～４のいずれか１項に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は仮の基材を用いる太陽電池ユニットを製造する方法に関する。本発明はそのよう
にして得られた太陽電池ユニットにもまた関する。
【０００２】
太陽電池ユニット、光起電ユニット又は光起電箔としてもまた公知である、は一般的に透
明導電性酸化物（ＴＣＯ）（箔の前面に）を含む前面電極と後部電極（箔の裏側に）との
間に具備されたキャリヤー及び半導体物質からなる光起電性（ＰＶ）の層を含む。前面電
極は透明であり、入射光が半導体物質に到達することを可能にし、該半導体物質において
入射光は電気エネルギーに変換される。このようにして光は電流を起こすのに使用される
ことができ、該電流は例えば化石燃料又は原子力の興味ある代替物を提供する。
【背景技術】
【０００３】
国際特許出願公開第９８／１３８８２号及び国際特許出願公開第９９／４９４８３号は、
仮の基材を容易すること、透明な導電性酸化物を施与すること、光起電層を施与すること
、後部電極層を施与すること、キャリヤーを施与すること、仮の基材を取除くこと、及び
／又は好ましくは透明な導電層の面の上に透明な保護トップコートを施与することを含む
光起電箔を製造する方法を記載する。この方法は、光起電箔又は装置のロール・ツー・ロ
ール製造を可能にし、同時に、ＰＶ層の電流生成作用を危機にさらすことなく任意の所望
される透明導電性物質及び析出方法を使用することを可能にする。国際特許出願公開第０
１／７８１５６号及び国際特許出願公開第０１／４７０２０号はこの方法についての変形
を記載する。
【０００４】
上の刊行物において、金属の仮の基材を使用することが好ましい、なぜならそのような材
料は一般的にさらなる加工の間の最も高い温度に耐えることができ、蒸発の欠点がほとん
どなく、そして公知のエッチング技術を用いて相対的に容易に除去され得るからであるこ
とが示されている。金属、特にアルミニウム又は銅を選択する他の理由は、ＰＶ箔が、（
補助装置又はネットに接続するための接点、即ち、電源としてＰＶ箔を実際に使用するこ
とを形成する）「サイド」電極を最終的に含まなければならないことである。仮の基板の
一部が（例えば、側端又は細片として）適所に残ることができることにより、これらの接
点は別々に施与される必要はない
【０００５】
太陽電池ユニットからの電流の回収を改善するため、太陽電池ユニットはしばしば集電グ
リッド（current collection grid）を具備される。（半）透明太陽電池ユニットを得る
ため、太陽電池箔ユニットの場合、グリッドは前面電極の上に、及び／又はより一般的で
はないが、もし後部電極が導電性の相対的に低いＴＣＯでできているならば後部電極上に
施与される。グリッドは導電性物質のラインのパターンであって、光起電層で生成された
電流の容易な回収及び電極を通じての流れを可能にするように施与される。
【０００６】
グリッドを施与する様々な方法は先行技術において公知である。例えば、一般的に銀粒子
を含むペーストを用いて印刷技術によりグリッドを施与することが公知である。このタイ
プのペーストを使用することの欠点は、その導電性が相対的に低いことである。ペースト
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を年少させることにより導電性を上げることが可能であるが、これは追加の加工段階を導
入する。また燃焼は一般的に太陽電池の性質、特に光起電層及び任意的なポリマー層の性
質に不利益な効果を有し、得られるグリッドの導電性はいまひとつ物足りない。
【０００７】
先行技術において、グリッドに溶融金属を析出させることにより施与することもまた公知
である。これは良好な導電性を有するグリッドを与えるが、溶融金属の高い温度はＴＣＯ
層、特に光起電層の性質に通常、不利益な影響を与える。また、金属析出の表面を製造す
るためにたくさんの追加の工程が要求される。
【０００８】
最近の発達は、その施与の後に自然に固化する金属層の相対的に低い温度における析出に
関係する。しかし、現在、これらの方法は許容できる質の光起電装置を生み出さない。国
際特許出願公開第９３／００７７１１号は、導電性物質に電気的に導電性の箔を電気的に
導電性の接着剤により固定することによる、透明導電性物質の層の上における集電グリッ
ドの形成を記載する。次に導電性箔の一部がエッチング技術により取除かれる。この方法
に関する１つの問題は、導電性接着剤にあり、該接着剤は導電性箔が除かれた場所におい
てまた除去されるべきである。これは例えば溶媒によって行われるが、これは該溶媒が、
集電グリッドを前面電極に接着させている接触剤をも溶解するリスクを招く。この方法に
関する更なる問題は、集電グリッドとＴＣＯ層との間の接着剤による接続の導電性である
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
グリッドを太陽電池ユニットの上に施与する上の方法のすべてに関する問題は、太陽電池
ユニットの表面へのグリッドの接着であり、それは改善が必要である。
【００１０】
従ってグリッドは良好な導電性及びＴＣＯ層への良好な接着を有し、太陽電池箔、特にＴ
ＣＯ層の性質を害することをもたらさない、簡単でよく制御された方法により得られるこ
とができる、グリッドを含む太陽電池ユニットを製造する方法に対する需要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
これらの問題は、仮の基材を用いて太陽電池ユニットを製造し、該導電性の仮の基材の一
部が集電グリッド（該集電グリッドは本発明明細書の目的のためにバスバーをもまた含む
）として維持されることにより解決されることができることが今見出された。
【００１２】
従って本発明は以下の工程、
ａ．エッチング可能な導電性の仮の基材を用意すること、
ｂ．透明導電性酸化物（ＴＣＯ）の層を仮の基材の上に施与すること、
ｃ．ＴＣＯ層の上に光起電層を施与すること、
ｄ．後部電極層を施与すること、
ｅ．永久キャリヤー(permanent carrier)を施与すること、
ｆ．工程ａ～ｅのいずれかにおいて、エッチングレジストを仮の基材の上に施与すること
、ただしエッチングレジストにより覆われていない仮の基材の部分の除去の後に集電グリ
ッドを形成するのに適するパターンで上記エッチングレジストの施与が行われること、
ｇ．エッチングレジストで覆われていない仮の基材を選択的に除去すること、
を含む太陽電池ユニットを製造する方法に関する。
【００１３】
本発明の明細書の文脈において、用語エッチングとは化学的手段、例えば溶解により除去
することを意味すると意図される。エッチング可能な基材は、化学的手段により除去され
ることができる基材である；エッチングレジストとは、仮の基材の除去の間に負荷される
条件に耐えることのできる物質である。
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【００１４】
本発明の方法において、ＴＣＯ層は、実際上は、後に集電グリッドになるものであればど
んなものの上にでも析出されるので、ＴＣＯと集電グリッドとの間のオーム接触が良好で
あることが保証され得る。ＴＣＯ層は仮の基材の上に成長するという事実のために、ＴＣ
Ｏ層と仮の基材から形成されたグリッドの間の接着は良好であることが担保され得る。仮
の基材が金属基材であるため、グリッド自身の導電性もまた良好である。追加的に仮の基
材の使用は常にその除去を必要とすることを考慮に入れると、一般的にエッチング工程に
より本発明の方法は国際特許出願公開第９８／１３８８２号又は国際特許出願公開第９９
／４９４８３号から公知の方法に１つの簡単な工程、エッチングレジストの施与、を追加
するのみである。エッチングレジストの施与は、特にこれがロール・ツー・ロールプロセ
スにより行われるのであれば、上の引用文献の製造方法に容易に取り込まれることができ
る。この統合は正確な、かつ再現性のある方法においてグリッドを配備することを可能に
する、特になぜならエッチングレジストは、施与することが容易、例えば溶融金属細片よ
りずっと容易である物質であるからである。
【００１５】
エッチングレジストは仮の基材に集電グリッドの形で施与されることができ、かつエッチ
ング液の作用から仮の基材を保護するところの任意の物質であることができる。エッチン
グレジストは一時的なものであり得、すなわち本方法のいくらか先の段階において除去さ
れ得る。あるいは、エッチングレジストは永久的であってもよい。永久エッチングレジス
トの使用が好ましい。この選択には様々な理由がある。まず、永久エッチングレジストは
エッチングレジスト除去工程に対する必要性を不要にする。さらに、エッチングレジスト
はグリッドを外部の影響から保護し、カプセル化されたモジュールの絶縁破壊強さを増す
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明の方法の特に好ましい実施態様は、エッチングレジストは、その色が、集電グリッ
ドが太陽電池ユニットのエネルギー生産部分の色と合う、又は太陽電池ユニットのエネル
ギー生産部分の色との対照によって引き立つ色を有するように選択される永久エッチング
レジストであるところの態様である。
【００１７】
太陽電池ユニットのエネルギー生産部分と着色されたグリッドとの間の色差はｄＥａｂに
より表されることができ、ｄＥａｂは以下のように定義される：
【００１８】
【数１】

ここでｄＬ，ｄａ、及びｄｂは、太陽電池ユニットの着色物質を付与された部分とエネル
ギー生産部分との間のそれぞれ明るさ、青み、及び赤みの差である。Ｌ，a、及びｂはＤ
６５光源を使用するＣＩＥＬＡＢ手順に従って測定されることができる。もしグリッドの
色が太陽電池ユニットの色と合うならば、ｄＥａｂは一般的に５未満、好ましくは約２未
満、より好ましくは約０．３未満である。その場合、カモフラージュ色の使用という言葉
を用いることができる。もしグリッドの色が太陽電池ユニットのエネルギー生産部分の色
との対照によって引き立つように選択されるならば、ｄＥａｂ値は一般的に約１０より上
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、好ましくは約１２より上、より好ましくは約２０～１００の間である。もし１以上の色
が使用されるならば、一般的にこれらの色のうちの少なくとも１はｄＥａｂ値の上の必要
条件を満足する。
【００１９】
目立つ色及びカモフラージュ色の組み合わせの使用は、太陽電池ユニットを均質な背景上
の着色されたデザインで装飾することを可能にする。想定されるデザインの例は、パター
ン、文字、図形、縞、長方形及び正方形である。この実施態様において、一般的にグリッ
ドの１０～９０％は目立つ色を施与される一方で、グリッドの９０～１０％はカモフラー
ジュ色を施与される。
【００２０】
太陽電池ユニットのグリッドの上に着色コーティングを付与することが先行技術において
記載されたことに留意されたい。欧州特許出願公開第０９８６１０９号及び未公開の国際
出願第ＰＣＴ／ＥＰ／０１／１０２４５号を参照されたい。しかし、これらの参考文献は
仮の基材により、着色された高品質の金属の集電グリッドを得るためのエッチングレジス
トとして着色コーティングを施与することを記載しない。
【００２１】
ところで、あまり好ましくはないが、未公開の国際出願第ＰＣＴ／ＥＰ／０１／１０２４
５号に記載されるように、グリッドの製造において仮のエッチングレジストを使用し、続
いて該仮のエッチングレジストを除去し、グリッドに着色剤を付与することは本発明の範
囲内である。
【００２２】
エッチングレジストの仮の基材の上への施与は、本発明の任意の段階において行われるこ
とができる。例えば、本方法の始めより前、すなわち仮の基材の他の面の上へのＴＣＯの
施与の前に施与されうる。それは任意の中間段階において施与されることができ、そして
本方法の最後に施与されることができる、即ち後部電極、あるいは、施与可能な場合には
、永久キャリヤーの施与の後に、そしてエッチングによる仮の基材の除去の直前に施与さ
れることができる。後者の選択肢は好ましい、なぜならそれは、本方法の前の部分の間に
エッチングレジストパターンが害を受けることを妨げるからである。それは、仮の基材の
“後部”上のエッチングレジストパターンの存在が他の加工工程を妨げることをもまた防
ぐ。本発明の方法の好ましいロール・ツー・ロールの実施態様において、もし後部のエッ
チングレジストにおいてパターンを具備された仮の基材が１以上のロールの上に導かれる
ならば、両者とも起こりうる。
【００２３】
仮の基材は、形成されるべき集電グリッドに所望されるより厚い可能性がある。その場合
、仮の基材の一部をまずエッチングして、次に集電グリッドのパターンにエッチングレジ
ストを施与し、続いてエッチングレジストの保護されていない部分を取り除くことができ
る。しかし、そのような場合、まず仮のエッチングレジストを集電グリッドのパターンに
施与し、続いてエッチングレジストにより保護されていないところの仮の基材の選択的な
除去が行われることが好ましい。そうすると仮のエッチングレジストは除去され、更なる
エッチング工程が、集電グリッドの厚さを減ずるために行われる。
【００２４】
本発明の方法の好ましい実施態様において、仮の基材は可撓性があり、可撓性のある永久
キャリヤーが施与され、本方法はロール・ツー・ロール法により行われる。
【００２５】
本発明の方法の特に有利な点は、魅力的な断面の形を有するグリッドが得られることであ
る。より詳細には、本発明の方法は、グリッドの高さとグリッドの幅との間の比(グリッ
ドの断面の最も幅広い部分について測定される)が少なくとも０．１、好ましくは少なく
とも０．２、より好ましくは少なくとも０．３であるところのグリッドを具備された太陽
電池シートを製造することを可能にする。先行技術のグリッドに比較してその幅に比べて
相対的に高さの高いグリッドの選択は、狭い幅のために、グリッドにより覆われている表
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面積の量が相対的に低く、そのことはより高いエネルギー収率をもたらす一方で、相対的
に高い高さがグリッドの電流接続性がまだ良好であることを担保するという結論を有する
。この高さ：幅の比を有するグリッドは、慣用の方法、例えば金属スパッタリングなどに
より得られることができない。
【００２６】
本発明の方法により得られるグリッドの断面の形のもう１つの特徴は、グリッドがその最
も広い幅をＴＣＯ層とのインターフェースにおいて有し、そして例えば図１に示されたよ
うに、曲線をなしながら最も小さい断面へと次第に減少することであり、ここで１はグリ
ッドを意味し、２はグリッドを具備された太陽電池を意味する。この形はたくさんの特異
的な利点を有する。第一に、この形はグリッドとＴＣＯとの間の相対的に高い接触面積の
組み合わせをもたらし、そのことはより小さい接触抵抗損失及びグリッドの隣により小さ
いシャドー効果を与える。さらに、グリッドは脱ラミネート化に対して増加された抵抗を
有する、なぜならその特異的な傾斜のある形は、よりよい力の分散を保証するからである
。最後に、傾斜のある形はグリッドの隣に気体の取り込みなしに太陽電池ユニットの上に
カプセルの材料を施与することをより容易にする。
【００２７】
整理をしておくため、グリッドの断面の最も狭い幅は必ずしもグリッドの頂部に位置して
いる必要はない。エッチング溶液は横方向を好むので、グリッドの断面の幅は図２におい
て示されるように途中のどこかで最も小さくなる可能性があり、ここで１はグリッドを、
２はグリッドを具備された太陽電池ユニットを意味する。それにもかかわらず、グリッド
は断面のその最も小さい幅をグリッドの頂部において有することが好ましい。その最も小
さい点におけるグリッドの断面の幅：ＴＣＯとのインターフェースにおける断面の幅の比
は一般的に０．１：１～０．９：１、好ましくは０．２：１～０．７：１.より好ましく
は０．４～０．６：１である。
【００２８】
整理のために、仮の基材によりグリッドの一部を製造すること及びもう１つの部分を異な
る方法で施与することは本発明の範囲内であることに留意されたい。例えば、グリッドの
より細かな部分が仮の基材から得られる一方で、グリッドのより粗い部分、例えばブスバ
ーは異なる方法、例えば導電性テープの施与により施与されることが想定されうる。本発
明の方法により得られる太陽電池ユニットは、少なくとも５０％、より好ましくは少なく
とも７０％、一層より好ましくは少なくとも９０％、最も好ましくは少なくとも９５％の
仮の基材から得られるそのグリッド表面を有することが好ましい。
【００２９】
仮の基材
仮の基材は多くの条件を満足しなければならない。それは十分に導電性であり、集電グリ
ッドの基本材料として機能することができなければならない。それは太陽電池ユニットの
製造の間に、より詳細にはＴＣＯ及びＰＶ層の析出の間に支配的である条件に耐えること
ができるほど十分に熱耐性でなければならない。それは太陽電池ユニットの製造の間にそ
れを運ぶことができるほど十分に強靭でなければならない。それは後者を壊すことなくＴ
ＣＯ層から除去することが容易でなければならない。当業者はこれらのガイドラインの中
で適する仮の基材を選択することができる。
【００３０】
本発明の方法において使用される仮の基材は好ましくは金属又は金属合金の箔である。こ
の主な理由は、そのような箔は良好な導電性を示し、一般的に高い加工温度に耐えること
ができ、蒸発するのが遅く、そして公知のエッチング技術を用いて除去することが比較的
容易であることである。金属箔、より詳細にはアルミニウム又は銅を選択するもう１つの
理由は、最終的に太陽電池ユニットは、太陽電池ユニットを装置又は電気グリッドに接続
しなければならないエッジ電極を具備されていなければならないことである。仮の基材の
残りの部品はこの目的のために使用され得、その結果エッジ電極の分離した供給の必要性
は全くない。
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【００３１】
適切な金属は、鋼、アルミニウム、銅、鉄、ニッケル、銀、亜鉛、モリブデン、クロム及
びそれらの合金又は多層を含む。なかんずく、経済的理由のために、Ｆｅ、Ａｌ、Ｃｕ、
又はそれらの合金を採用することが好ましい。その性能を考えれば（及び費用の問題を考
慮に入れると）アルミニウム、鉄、及び銅が最も好ましい。
【００３２】
金属を除去するための適切なエッチング剤及び技術は公知であり、かつそれらは金属ごと
に異なるが、当業者は適切なものを選択することができる。好ましいエッチング剤は、酸
（ルイス酸並びにブレンステッド酸）を含む。従って銅の場合に、ＦｅＣｌ3、硝酸、又
は硫酸を使用することが好ましい。アルミニウムの適するエッチング剤は、例えば、Ｎａ
ＯＨ，ＫＯＨ及びリン酸と硝酸の混合物である。
【００３３】
もし銅、任意的に電着により製造されていてもよい、が仮の基材として使用されるならば
、減少しない拡散バリヤー層、例えば、耐腐食層、とりわけ酸化亜鉛を銅に、任意的に電
着により付与することが好ましい。これは、銅がＰＶ層のＴＣＯ層を通って拡散する傾向
を持ち得る故である。そのような拡散を防ぐことのできるＴＣＯ、例えばＳｎＯ２、又は
ＺｎＯを選択することもまた可能である。拡散防止層は、例えば、電着、物理蒸着法(PVD
)又は化学蒸着法(CVD)により施与され得る。拡散防止層は一般的にＴＣＯから仮の基材と
一緒に除去されるが、グリッドの場所に維持される。明らかにもし、層、例えば拡散防止
層及び／又はバッファー層がＴＣＯ層とグリッドとの間に存在するならば、その性質はＴ
ＣＯからグリッドへの電流の輸送を妨害しないようなものであるべきである。従ってグリ
ッドとＴＣＯ層の間のいかなる層も導電性であるべきである。
【００３４】
容易な除去のために、仮の基材はできるだけ薄いことが好ましい。他方、仮の基材から得
られるグリッドが十分な電流を集めることができることを保証するためにある程度の厚さ
は必要とされる。さらに、その厚さは、他の層がその上に具備されることができ、かつそ
れはこれらを一緒に保持することができるような厚さでなければならないが、これは一般
的に５００μｍ(０．５ｍｍ)の厚さを超えることを要求しない。厚さは好ましくは１～２
００μｍ（０．２ｍｍ）の範囲である。弾性係数に依存して、多くの物質の最小の厚さは
５μｍである。従って５～１５０μｍ、より詳細には１０～１００μｍの厚さが好ましい
。
【００３５】
ところで、仮の基材の厚さとの組み合わせにおけるエッチングレジストの幅の適切な選択
により、グリッドの集電性は制御可能である。太陽電池ユニットの表面積に対するエッチ
ングレジストの幅を変えることにより、グリッドの集電性は特定の場所において生産され
る電流の量に適応され得る。
【００３６】
ＴＣＯ層
適する透明導電性酸化物（ＴＣＯ）の例はインジウムスズ酸化物、酸化亜鉛、アルミニウ
ム、アルミニウム、フッ素、ガリウム、又はホウ素でドープされた酸化亜鉛、硫化カドミ
ウム、酸化カドミウム、酸化スズ、及び最も好ましくはＦでドープされたＳｎＯ２である
。該最後に述べられた透明な電極物質が好まれる、なぜなら４００℃より上の温度、好ま
しくは５００～６００℃の範囲の温度において施与されたとき、あるいは該温度において
後処理されたとき、円柱形の光散乱組織を有する望ましい結晶性の表面を形成することが
できるからである。そのような高温に耐えうる仮の基材の使用が極めて魅力的であるのは
まさにこのＴＣＯ物質の場合においてである。その上、該物質はほとんどのエッチング剤
に対して耐性であり、よく使用されるインジウムスズ酸化物より化学薬品に対してよりよ
い耐性を有する。またそれはずっと安価である。
【００３７】
ＴＣＯは当該技術分野において公知である方法、例えば有機金属化学蒸着法（ＭＯＣＶＤ



(8) JP 4368685 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

）、スパッタリング、常圧化学蒸着法（ＡＰＣＶＤ）、ＰＥＣＶＤ，噴霧熱分解、蒸発法
(物理蒸着法)、電着法、無電解めっき、スクリーン印刷、ゾルーゲル法など又はこれらの
方法の組み合わせにより施与され得る。所望される組成、性質、及び／又は組織のＴＣＯ
層が得られることができるように、ＴＣＯ層を２５０℃より上の温度、好ましくは４００
℃より上、より好ましくは４５０～６００℃の間の温度において施与及び後処理すること
が好ましい。
【００３８】
バッファー層
もしそのように所望されるならば、バッファー層がＴＣＯ層と光起電層との間に存在して
もよい。バッファー層はＰＶ層の析出の間に支配的である条件からＴＣＯ層を保護するこ
とを意図される。バッファー層の性質はＰＶ層の性質に依存する。様々なＰＶ層に適する
バッファー層は当該技術において公知である。カドミウムテルライドにはＣｄＳ，Ｉｎ（
ＯＨ，Ｓ）及びＺｎ（ＯＨ、Ｓ）が挙げられ得る。もし本明細書においてＴＣＯ上へのＰ
Ｖ層の析出が言及されるならば、バッファー層は該ＴＣＯの上に存在してもしなくてもよ
い。
【００３９】
光起電（ＰＶ）層
ＴＣＯ層の施与の後、ＰＶ層は適切な方法で施与されることができる。ここで、本明細書
において、用語“ＰＶ層”又は“光起電層”とは、光を吸収しそれを電気に変換するため
に必要とされるすべての層の系を含むことに留意されたい。適する層配置は公知であり、
それらを施与する方法も公知である。この分野における周知の通常の知識のために、Yuki
noro Kuwanoの「Photovoltaic Cells」、Ullmann's Encyclopedia、1992年、第A20巻、第
161頁、及び「Solar Technology」、Ullmann'sEncyclopedia、1993年、第A24巻、第369頁
が引用される。
【００４０】
種々の薄膜の半導体物質は、ＰＶ層を作り上げるために使用され得る。例は、無定形ケイ
素（ａ－Ｓｉ：Ｈ）、微結晶ケイ素、多結晶無定形炭化ケイ素（ａ－ＳｉＣ）及びａ－Ｓ
ｉＣ：Ｈ、無定形ケイ素‐ゲルマニウム（ａ－ＳｉＧｅ）及びａ－ＳｉＧｅ：Ｈである。
更に、本発明の太陽電池ユニットのＰＶ層は、ＣＩＳ（銅インジウムジセレン化物、Ｃｕ
ＩｎＳｅ２）、カドミウムテルル化物（ＣｄＴｅ）、ＣＩＧＳＳ（Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）（
Ｓｅ，Ｓ））、Ｃｕ（Ｉｎ，Ｇａ）Ｓｅ２，ＺｎＳｅ／ＣＩＳ、ＺｎＯ／ＣＩＳ，及び／
又はＭｏ／ＣＩＳ／ＣｄＳ／ＺｎＯ及び色素増感太陽電池を含み得る。
【００４１】
TCOがフッ素ドープされたスズ酸化物を含むとき、PV層は好ましくは無定形ケイ素層であ
る。その場合、PV層は一般的にｐ－ドープされた無定形ケイ素、本来の無定形ケイ素、及
びｎ－ドープされた無定形ケイ素層のセット、又は複数のセットを含む。ここで、ｐ－ド
ープされた層は、入射光を受ける面の上に位置づけられる。
【００４２】
a-Si-Hの実施態様において、ＰＶ層は少なくとも、ｐ－ドープされた無定形ケイ素層(Si-
p)、本来の無定形ケイ素層(Si-i)、及びｎ－ドープされた無定形ケイ素層(Si-n)を含む。
p-i-n層の第一の組の上に第二及び更なるp-i-n層が施与されることがあり得る。また、複
数の反復するp-i-n（「pinpinpin」又は「pinpinpinpin」）層が連続的に施与され得る。
複数のp-i-n層を積み重ねることにより、電池１個当りの電圧は高められ、そして系の安
定性が高められる。光誘導分解、いわゆるStaebler-Wronski効果は減少される。更に、ス
ペクトル反応は、種々の層、主にi-層、そしてとりわけi-層内に異なる禁制帯幅の物質を
選ぶことにより最適化され得る。ＰＶ層の全体の厚み、より詳細には全てのa-Si層を一緒
にした厚みは、通常100～2000nm、より典型的には約200～600nm、そして好ましくは約300
～500nmのオーダーである。
【００４３】
後部電極
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本発明の薄膜太陽電池ユニットの後部電極は好ましくはレフレクター及び電極の両方とし
て機能する。一般的に、後部電極は約５０～５００ｎmの厚さを有し、光を反射する性質
を有し、かつすぐ下にある半導体層と良好なオーム接触をする任意の適する物質、好まし
くはアルミニウム、銀、又は両方の層の組み合わせを含み得る。好ましくは金属層を比較
的低温、例えば２５０℃未満において、例えば電着法、(真空)物理蒸着法又はスパッタリ
ングにより施与することが可能である。銀の場合、まず接着促進層を施与することが好ま
しい。ＴｉＯ2、ＴｉＮ，ＺｎＯ及び酸化クロムが、接着促進層に適する物質の例であり
、適する厚さ、例えば５０～１００ｎｍで施与されたとき、反射性をもまた有するという
利点を有する。必要とされる後部電極は透明であるか又は半透明であり得る。
【００４４】
永久キャリヤー
本発明の方法にとって本質的ではないが、一般的に太陽電池ユニットには永久キャリヤー
を具備させることが好ましい。なぜなら、そうでないと、該ユニットは非常に薄く、その
結果脆弱さが扱いを困難にするからである。使用されたとき、永久キャリヤーは後部電極
の上に施与される。
【００４５】
適するキャリヤー層の物質は、市販のポリマーのフィルム、例えば、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリ(エチレン２，６－ナフタレンジカルボキシレート）、ポリカーボネート
、ポリ塩化ビニル、ＰＶＤＦ，ＰＶＤＣ，ＰＰＳ，ＰＥＳ，ＰＥＥＫ，ＰＥＩ，又は高性
能ポリマーのフィルム、例えば、アラミド若しくはポリイミドフィルムばかりでなく、例
えば、絶縁（誘電）表面層を施与された金属箔、又はプラスチックと強化ファイバーとフ
ィラーとの組成物を含む。基材自体の軟化点未満の軟化点を持つ熱可塑性接着層を含むポ
リマーの「共押出しされた」フィルムが好ましい。もしそのように所望されるならば、共
押出しされたフィルムは、抗拡散層(例えば、ポリエステル(PET)、コポリエステル、及び
アルミニウム)を備えられていてもよい。
【００４６】
キャリヤーの厚みは、好ましくは５０μｍ～１０ｍｍの範囲内であることが好ましい。好
ましい範囲は７５μｍ～３ｍｍ及び１００μｍ～３００μｍである。本発明の構成の範囲
内で、Ｎ／ｍｍ2で表される弾性率Ｅと、ｍｍで表される厚みのｔの３乗との積として定
義されるキャリヤーの曲げ剛性（Ｅ×ｔ3）は、好ましくは１６×１０-2Ｎｍｍより大き
く、そして通常１５×１０6Ｎｍｍより小さい。
【００４７】
キャリヤーは、その最終用途のために要求される構造を含み得る。従って、基材は、タイ
ル、屋根シート及び構成要素、ファサード要素、車、トレーラーの屋根等で含み得る。し
かし、一般的に、可撓性であるキャリヤーが好ましい。その場合、太陽電池箔のロールが
得られ、それは使用できる状態であり、所望される電力及び電圧のシートが該ロールから
切り出されることができる。これらは次に(ハイブリッド)屋根要素に取り込まれるか、あ
るいは要望どおりに、タイル、屋根シート、車及びトレーラーの屋根等に施与されること
ができる。
【００４８】
もしそのように所望されるならば、ＴＣＯを外部の影響から保護するため、トップコート
又は表面層が太陽電池のＴＣＯ側の上に施与され得る。一般的に表面層はポリマーシート
(もし所望されるならば空洞を有する)又はポリマーフィルムである。表面層は高い透過率
を有することが要求され、そして例えば以下の物質を含む：（過）フッ素化ポリマー、ポ
リカーボネート、ポリ（メチルメタクリレート）、ＰＥＴ，ＰＥＮ，又は任意の入手し得
る透明なクリアコート、例えば自動車工業において使用されるものである。もしそのよう
に所望されるならば、追加の反射防止又は汚染防止層が施与され得る。あるいは、もしそ
のように所望されるならば、太陽電池全体がそのようなカプセルの中へ取り込まれうる。
【００４９】
エッチングレジスト
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エッチングレジストは、集電グリッドの形で仮の基材に施与され得る、かつエッチング剤
の作用から仮の基材を保護する任意の物質であることができる。当業者は日常の試験によ
り適する材料を選択することができる。適するエッチングレジストは、熱可塑性及び熱硬
化性ポリウレタン及びポリイミド、熱硬化性ポリマー例えばＥＰ，ＵＰ，ＶＥ，ＳＩ、（
エポキシ）樹脂、及びアクリレート、及び熱可塑性ポリマー例えばＰＶＣ、ＰＩ，フルオ
ロポリマー等を含む。エッチングレジストは一般的に添加剤、例えば光開始剤、又は他の
硬化剤、フィラー、可塑剤等を含む。エッチングレジストは暫定的であり得、即ちそれは
本方法のいくらか先の段階において除去され得る。あるいは、好ましくは、エッチングレ
ジストは永久的であり得る。
【００５０】
エッチングレジストは適切に蒸着、又は印刷／書き込みにより施与される。好ましくは、
エッチングレジストは自体公知である印刷法により施与される。適切な印刷法はシルクス
クリーン、ロトスクリーン印刷(roto screen printing)、インクジェット法、フレックス
グラビア、直接押出し等を含む。エッチングレジストの色は当業者に公知の適切な顔料又
は染料の取り込みにより制御されることができる。特に、永久エッチングレジストの場合
、顔料及びUV安定化剤の存在が好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】グリッドの断面の形
【図２】グリッドの断面の形
【符号の説明】
【００５２】
１　グリッド
２　グリッドを具備された太陽電池

【図１】

【図２】
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